
 

 
 
 

 

 

業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

別表１の３ 

祝日取引実施日 

立会を行う日として、規程第１９条第１項各号

（第１号、第５号及び第６号を除く。）に掲げる

日のうち、株式会社日本取引所グループ及びその

子会社（本所を含む。）におけるシステム稼働等

のために本所が必要と判断する日並びにリスク

管理の観点から本所が取引を行わないことが適

当と判断する日を除外して、本所が定める日は、

次のとおりとする。 

 

別表１の３ 

祝日取引実施日 

立会を行う日として、規程第１９条第１項各号

（第１号、第５号及び第６号を除く。）に掲げる

日のうち、株式会社日本取引所グループ及びその

子会社（本所を含む。）におけるシステム稼働等

のために本所が必要と判断する日並びにリスク

管理の観点から本所が取引を行わないことが適

当と判断する日を除外して、本所が定める日は、

次のとおりとする。 

 

日付 区分 

（略） 

 １月１１日 祝日取引実施日 

 ２月１１日 祝日取引実施日 

 ２月２３日 祝日取引実施日 

２０２７年 ３月２２日 祝日取引実施日 

 ４月２９日 祝日取引実施日 

 ５月３日 祝日取引実施日 

 ５月４日 祝日取引実施日 

 ５月５日 祝日取引実施日 
 

日付 区分 

（略） 

   

   

   

（新設）   

   

   

   

   
 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和８年７月１日から施行す

る。 

 

  

 


